
 令  和  7  年  度     ⼈  材  獲  得  コ  ン  サ  ル  ティ  ン  グ  業  務  委  託  仕  様  書 

 1     趣  旨 
 舞  鶴  市  内  事  業  所  に  お  い  て  ⼈  材  不  ⾜  が  課  題  と  な  る  中、  舞  鶴  市  外  か  ら  ⼈  材  を  確  保  す  る  こ  と  や  舞  鶴  市  内  の  多 

 様  な  ⼈  材  の  活  躍  を  推  進  す  る  こ  と  な  ど  が  求  め  ら  れ  る。 
 舞  鶴  市  内  事  業  所  が  ⾃  社  の  採  ⽤  上  の  課  題  解  決  に  向  け  ⾏  動  し、  ⼈  材  確  保  し  て  い  く  こ  と  を  ⽀  援  す  る  た  め、  採 

 ⽤  活  動  改  ⾰  の  伴  ⾛  ⽀  援  を  ⾏  う  ⼈  材  獲  得  コ  ン  サ  ル  ティ  ン  グ  等  を  実  施  す  る。 

 ２     委  託  業  務  期  間 

    契  約  締  結  の  翌  ⽇  か  ら  令  和  8  年  2  ⽉  28  ⽇ 

 ３     委  託  業  務  の  内  容 

 ⼈  材  獲  得  コ  ン  サ  ル  ティ  ン  グ  を  受  け  る  事  業  所  （以  下、  「参  加  事  業  所」  と  い  う。）  が、  採  ⽤  ⼒  を  向  上 

 さ  せ、  継  続  的  に  ⼈  材  を  獲  得  で  き  る  よ  う  に  な  る  こ  と  を  ⽬  的  と  し、  受  託  事  業  者  が  参  加  事  業  所  （最  ⼤  10 

 社）  に  対  し、  ⼈  材  獲  得  に  向  け  た  採  ⽤  活  動  改  ⾰  の  コ  ン  サ  ル  ティ  ン  グ  を  ⾏  う。  な  お、  令  和  7  年  7  ⽉  か  ら  10 

 ⽉  ま  で  を  第  1  期、  令  和  7  年  11  ⽉  か  ら  令  和  8  年  2  ⽉  ま  で  を  第  2  期  と  し、  各  期  に  お  い  て、  最  ⼤  5  社  の  参  加  事  業 

 所  の  コ  ン  サ  ル  ティ  ン  グ  を  実  施  す  る。 

 ４     業  務  の  詳  細 

 （  1  ）  採  ⽤  に  お  け  る  課  題  明  確  化  と  課  題  解  決  へ  向  け  た  取  組  実  施  ⽀  援  業  務  （コ  ン  サ  ル  ティ  ン  グ  業  務） 

 参  加  事  業  所  が  以  下  の  ①  か  ら  ④  を  実  施  す  る  こ  と  を  ⽀  援  す  る  た  め  相  談、  ア  ド  バ  イ  ス  を  実  施  す  る。 

 ①  採  ⽤  に  お  け  る  課  題  を  明  確  化  す  る。 

 ②  ①  の  課  題  を  解  決  し、  継  続  的  に  ⼈  材  を  獲  得  す  る  た  め  取  り  組  む  べ  き  施  策  を  明  確  化  す  る。 

 ③  ②  の  取  り  組  む  べ  き  施  策  に  つ  い  て、  概  ね  3  か  ⽉  以  内  に  取  り  組  む  こ  と、  そ  れ  以  降  に  取  り  組  む  こ  と  を 

 明  確  化  す  る。 

 ④  ③  の  概  ね  3  か  ⽉  以  内  に  取  り  組  む  こ  と  を  実  践  す  る。 

 上  記  の  相  談、  ア  ド  バ  イ  ス  は、  ⾯  談  に  よ  り  実  施  す  る  こ  と  と  し、  ⾯  談  は、  直  接  ⾯  談  ⼜  は  オ  ン  ラ  イ  ン  ⾯ 

 談  に  よ  り  1  社  あ  た  り  計  5  時  間、  直  接  ⾯  談  1  回  を  含  む  計  3  回  以  上  実  施  す  る  こ  と。 

 （  2  ）  ⾯  談  報  告  書  の  提  出 

       参  加  事  業  所  と  ⾯  談  を  ⾏っ  た  際  に  は、  ⾯  談  ⽇  か  ら  5  営  業  ⽇  以  内  に、  ⾯  談  の  概  要  （⾯  談  ⽇  時、  場  所、 

 ⾯  談  し  た  者  の  役  職‧  ⽒  名、  コ  ン  サ  ル  ティ  ン  グ  の  概  要、  そ  の  他  特  別  に  報  告  す  べ  き  内  容）  に  つ  い  て、 

 メー  ル  で  報  告  す  る  こ  と  （任  意  様  式  に  よ  り  1  社  1  回  の  ⾯  談  あ  た  り  PDF1  ファ  イ  ル  で  報  告  す  る  こ  と）。 

 （  3  ）  コ  ン  サ  ル  ティ  ン  グ  業  務  実  施  報  告  書  の  作  成 

 コ  ン  サ  ル  ティ  ン  グ  業  務  完  了  後、  業  務  の  成  果  及  び  課  題  等  に  つ  い  て  分  析  し  た  実  施  報  告  書  を  作  成  し、  市 

 に  提  出  す  る  こ  と。 

 な  お、  実  施  報  告  書  に  つ  い  て  は、  市  内  事  業  所  に  も  紹  介  で  き  る  概  要  版  と  市  に  提  出  す  る  詳  細  版  の  ２  種  類 

 を  作  成  す  る  こ  と。 



 ５     機  密  情  報  及  び  個  ⼈  情  報  の  取  り  扱  い 

 （  1  ）  機  密  情  報  の  取  り  扱  い 

 ⽀  援  企  業  等  は、  本  委  託  業  務  に  お  い  て  知  り  え  た  参  加  事  業  所  の  情  報  （参  加  事  業  所  に  係  る  公  開  さ  れ  て  い 

 な  い  ⼀  切  の  情  報  を  い  う。  以  下  「機  密  情  報」  と  い  う。）  を、  機  密  と  し  て  保  持  す  る  も  の  と  し、  別  記  「機 

 密  情  報  及  び  個  ⼈  情  報  の  取  り  扱  い  に  関  す  る  特  記  事  項」  に  則  り、  取  り  扱  わ  な  け  れ  ば  な  ら  な  い  も  の  と  す 

 る。 

 （  2  ）  個  ⼈  情  報  の  取  り  扱  い 

 ⽀  援  企  業  等  は、  本  委  託  業  務  に  お  い  て  知  り  え  た  特  定  の  個  ⼈  を  識  別  で  き  る  情  報  （以  下  「個  ⼈  情  報」  と 

 い  う）  を  取  得  し  た  場  合、  「個  ⼈  情  報  の  保  護  に  関  す  る  法  律」  他  関  連  法  規  等  を  誠  実  に  遵  守  す  る  と  と  も 

 に、  別  記  「機  密  情  報  及  び  個  ⼈  情  報  の  取  り  扱  い  に  関  す  る  特  記  事  項」  に  則  り、  取  り  扱  わ  な  け  れ  ば  な  ら  な 

 い  も  の  と  す  る。 

 ６     そ  の  他 

 ⽀  援  企  業  等  は、  本  事  業  実  施  期  間  に、  ⾃  社  サー  ビ  ス  利  ⽤  の  勧  誘  を  ⾏っ  て  は  な  ら  な  い  も  の  と  す  る。 



 別  記 

 機  密  情  報  及  び  個  ⼈  情  報  の  取  扱  い  に  係  る  特  記  事  項 

 （基  本  事  項） 
 第  １  受  注  者  は、  本  契  約  に  よ  る  業  務  を  処  理  す  る  に  当  た  り、  参  加  事  業  所  の  機  密  情  報  （参  加  事  業  所  に  係  る  公 

 開  さ  れ  て  い  な  い  ⼀  切  の  情  報）  及  び  個  ⼈  情  報  （特  定  の  個  ⼈  を  識  別  で  き  る  情  報）  を  取  り  扱  う  際  に  は、  事  業 
 所  及  び  個  ⼈  の  権  利  利  益  を  侵  害  し  な  い  よ  う  に  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 

 （秘  密  の  保  持） 
 第  ２  受  注  者  は、  本  契  約  に  よ  る  業  務  に  関  し  て  知  り  得  た  機  密  情  報  及  び  個  ⼈  情  報  の  内  容  を  み  だ  り  に  他  ⼈  に  知 

 ら  せ、  ⼜  は  不  当  な  ⽬  的  に  利  ⽤  し  て  は  な  ら  な  い。 
 ２  受  注  者  は、  委  託  業  務  に  従  事  さ  せ  る  者  に  対  し、  そ  の  在  職  中  及  び  退  職  後  に  お  い  て  も、  委  託  業  務  に  関  し  て 

 知  り  得  た  機  密  情  報  及  び  個  ⼈  情  報  の  内  容  を  み  だ  り  に  他  ⼈  に  知  ら  せ、  ⼜  は  不  当  な  ⽬  的  に  利  ⽤  し  て  は  な  ら  な 
 い  こ  と  そ  の  他  機  密  情  報  及  び  個  ⼈  情  報  の  保  護  に  関  し  必  要  な  事  項  を  周  知  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 

 ３  前  ２  項  の  規  定  は、  本  契  約  が  終  了  し、  ⼜  は  解  除  さ  れ  た  場  合  に  お  い  て  も  同  様  と  す  る。 
 （安  全  確  保  の  措  置） 
 第  ３  受  注  者  は、  委  託  業  務  に  係  る  機  密  情  報  及  び  個  ⼈  情  報  の  漏  洩、  き  損、  滅  失  の  防  ⽌  そ  の  他  機  密  情  報  及  び 

 個  ⼈  情  報  の  適  正  な  管  理  の  た  め、  必  要  な  措  置  を  講  じ  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 
 （再  委  託  の  禁  ⽌） 
 第  ４  受  注  者  は、  委  託  業  務  に  係  る  機  密  情  報  及  び  個  ⼈  情  報  の  処  理  を  第  三  者  に  委  託  し  て  は  な  ら  な  い。  た  だ 

 し、  発  注  者  の  承  諾  を  受  け  た  場  合  は  こ  の  限  り  で  な  い。 
 （委  託  業  務  の  ⽬  的  以  外  の  利  ⽤  等  の  禁  ⽌） 
 第  ５  受  注  者  は、  委  託  業  務  に  係  る  機  密  情  報  及  び  個  ⼈  情  報  を  当  該  業  務  以  外  の  ⽬  的  に  利  ⽤  し、  ⼜  は  第  三  者  に 

 提  供  し  て  は  な  ら  な  い。  た  だ  し、  発  注  者  の  承  諾  を  受  け  た  場  合  は  こ  の  限  り  で  な  い。 
 （持  ち  出  し  の  禁  ⽌） 
 第  ６     受  注  者  は、  委  託  業  務  に  係  る  機  密  情  報  及  び  個  ⼈  情  報  を  事  務  所  か  ら  持  ち  出  し  て  は  な  ら  な  い。  た  だ  し、 

 発  注  者  の  承  認  を  受  け  た  場  合  は  こ  の  限  り  で  な  い。 
 （業  務  の  実  施  場  所） 
 第  ７     受  注  者  は、  委  託  業  務  に  お  い  て  機  密  情  報  及  び  個  ⼈  情  報  を  取  扱  う  場  合  に  は、  事  務  所  に  お  い  て  こ  れ  を  実 

 施  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 
 （事  故  発  ⽣  時  の  報  告  義  務） 
 第  ８  受  注  者  は、  本  特  記  事  項  に  違  反  す  る  事  態  が  ⽣  じ、  ⼜  は  ⽣  じ  る  お  そ  れ  が  あ  る  と  知っ  た  と  き  は、  速  や  か 

 に  発  注  者  に  報  告  し、  そ  の  指  ⽰  に  従  わ  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 
 （機  密  情  報  及  び  個  ⼈  情  報  の  返  還  等） 
 第  ９  受  注  者  は、  本  契  約  が  終  了  し、  ⼜  は  解  除  さ  れ  た  と  き  は、  委  託  業  務  に  係  る  機  密  情  報  及  び  個  ⼈  情  報  を  速 

 や  か  に  発  注  者  に  返  却  し、  ⼜  は  適  切  な  ⽅  法  に  よ  り  処  分  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 
 （契  約  解  除  等） 
 第  １  ０  発  注  者  は、  受  注  者  が  本  特  記  事  項  に  違  反  し  て  い  る  と  認  め  た  と  き  は、  本  契  約  の  解  除  及  び  損  害  の  賠  償  を 

 請  求  す  る  こ  と  が  で  き  る。 
 （そ  の  他） 
 第  １  １  受  注  者  は、  本  特  記  事  項  に  掲  げ  る  も  の  の  ほ  か、  機  密  情  報  及  び  個  ⼈  情  報  の  適  切  な  取  扱  い  に  関  し、  発  注 

 者  の  指  ⽰  に  従  わ  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 


